
議案第６９号 

 

木津川市保育所条例の一部改正について 

 

木津川市保育所条例（平成１９年木津川市条例第１１５号）の一部を別紙のとおり 

改正する。 

 

令和元年１１月２９日提出 

 

木津川市長 河井 規子   

 

 

 

 

 

   提案理由 

 木津川台保育園の民営化及びやましろ保育園分園の廃園を行うことに伴い、所要の

改正を行うものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



木津川市条例第  号 

 

木津川市保育所条例の一部を改正する条例（案） 

 

 木津川市保育所条例（平成１９年木津川市条例第１１５号）の一部を次のように改

正する。 

 

 第４条第１項中「、木津川台保育園」及び「、やましろ保育園分園」を削る。 

 別表木津川台保育園及びやましろ保育園分園の項を削る。 

 

附 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 



参考資料（議案第６９号） 

木津川市保育所条例の一部を改正する条例（案）新旧対照表 

（新） 

第１条～第３条 （略） 

 （延長保育料） 

第４条 利用者は、第１条に規定する保育所のうち、相楽保育

園、清水保育園、木津保育園、相楽台保育園、いづみ保育園、

南加茂台保育園、やましろ保育園及び木津保育園分園が実

施する延長保育（市長が別に定める保育時間を超えて行う

保育をいう。）を利用した場合は、延長保育料を納付しなけ

ればならない。 

２・３ （略） 

第５条～第８条 （略） 

別表（第１条関係） 

（旧） 

第１条～第３条 （略） 

 （延長保育料） 

第４条 利用者は、第１条に規定する保育所のうち、相楽保育 

園、清水保育園、木津保育園、相楽台保育園、木津川台保育 

園、いづみ保育園、南加茂台保育園、やましろ保育園、やま 

しろ保育園分園及び木津保育園分園が実施する延長保育（市 

長が別に定める保育時間を超えて行う保育をいう。）を利用 

した場合は、延長保育料を納付しなければならない。 

２・３ （略） 

第５条～第８条 （略） 

別表（第１条関係） 

名称 位置 

（略） （略） 

相楽台保育園 木津川市相楽台２丁目１１番地 

いづみ保育園 木津川市加茂町里西鳥口９５番地 

（略） （略） 

やましろ保育園 木津川市山城町北河原古屋敷４１番地１ 

木津保育園分園 木津川市州見台一丁目１番地１ 
 

名称 位置 

（略） （略） 

相楽台保育園 木津川市相楽台２丁目１１番地 

木津川台保育園 木津川市木津川台３丁目６番地１ 

いづみ保育園 木津川市加茂町里西鳥口９５番地 

（略） （略） 

やましろ保育園 木津川市山城町北河原古屋敷４１番地１ 

やましろ保育園分園 木津川市山城町椿井北代１０２番地 

木津保育園分園 木津川市州見台一丁目１番地１ 
 

 



 
政策等の形成過程の説明資料 

 

議 案 名 議案第６９号 木津川市保育所条例の一部改正について 

担 当 課 こども宝課 すくすくこども係 

 
提 案 事 項 の 概 要 等 
（必要性、効果等） 

 
 

平成２９年６月に木津川市公立保育所民営化等実施計画を策

定し、策定後、計画の具体的実施（１期対象園）に向けた、政策

会議決定を受け、子ども・子育て会議で１期対象園の実施内容に

ついて説明を行いました。 

木津川台保育園は、令和２年度の民営化に向けた移管先法人募

集により決定した、社会福祉法人奈良福祉会との協議や合同保育

等を行ってきました。 

やましろ保育園分園は、現在、利用調整を行っていません。 

これらのことから、木津川台保育園の公立保育所から民間への

移行及びやましろ保育園分園の廃園に伴い、所要の改正を行うも

のです。 

提案に至るまでの経緯 

・木津川市公立保育所民営化等実施計画策定（平成２９年６月） 

・木津川市子ども・子育て会議を開催（平成２９年７月、平成３

０年２月) 

・木津川市公立保育所民営化等実施計画１期対象園の民営化等実

施について政策会議決定（平成３０年３月２６日第６５号） 

・木津川台保育園民営化移管先法人募集（平成３０年９月～） 

  応募件数：２件 

移管先法人：社会福祉法人 奈良福祉会 

・移管先法人決定後、円滑な移管に向けた協議（法人、保護者等）、

合同保育（平成３１年４月～）などを実施。 

市 民 参 加 の 状 況 

■有  □無 

・木津川市子ども・子育て会議を開催 

（平成２９年７月、平成３０年２月） 

市総合計画の位置付け 

基 本 方 針 １ ともに「学び」「喜び」「成長し」未来を生きる
子供を育むまちづくり 

政 策 分 野 １ 子育て 

施 策 ③ 乳幼児期の教育・保育サービス 

概 算 事 業 費 
( 単 位 : 千 円 ) 

□単年度 （  年度） 
□複数年度（  年度） 

 

将来にわたる効果及び
経費の状況 

 民営化を行うことにより、保育事業の効率的運営や多様な保育

ニーズへの迅速な対応と保育サービスの供給に柔軟に対応でき

ます。また、木津川台保育園の民営化後、毎年、児童入所委託事

業費国・府負担金８８,０００千円程度の歳入を見込めます。 
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